
令和７年４月１日以後開始事業年度等分 

内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

【№４】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 

【№３】法人税の確定申告書には、次の書類を添付していま

すか。 

なお、⑷の書類は、通算親法人が添付している場合には、

通算子法人は添付を省略することができます。 

⑴ 貸借対照表、損益計算書（販売費及び一般管理費の内 

 訳書を含みます。） 

⑵ 株主資本等変動計算書等（株主資本等変動計算書、社 

 員資本等変動計算書又は損益金の処分表） 

⑶ 勘定科目内訳明細書 

⑷ 通算法人のみに適用される規定に係る金額の計算の基 

 礎となる各通算法人の有する金額等に関する明細を記載 

 した書類（別表十八(一)等） 

⑸ 会社事業概況書（完全支配関係がある法人との関係を 

 系統的に示した図を含みます。なお、税務署所管法人用の

法人事業概況説明書とは異なります。） 

⑹ 組織再編成に係る契約書等の写し（組織再編成が行わ 

 れた場合） 

⑺ 組織再編成に係る主要な事項の明細書（組織再編成が 

 行われた場合） 

⑻ 適用額明細書（法人税関係特別措置のうち、税額又は 

 所得金額を減少させる規定等の適用を受けようとする場 

 合）（租特透明化法第３条） 

【№９】地方法人税額の

計算につき、別表一次葉

の51～54欄により計算し

ていますか。 

【№１】通算子法人である場合、当事業

年度終了の日は通算親法人の事業年度

終了の日と同日ですか。 

【№８】14 欄及び 39 欄に、中間申告分

の税額を正しく記載していますか。 

【№10】通算グループ内のいず

れかの法人の資本金の額又は

出資金の額が１億円超である

場合、軽減対象所得金額以下の

金額について、軽減税率（19％）

を適用していませんか。 

【№２】法人税及び地方法人税の申告書並び

にこれらの申告書に添付すべきものとされて

いる書類の全てを電子申告により提出しよう

としていますか。 

【№７】次の制度の適用を受ける通算法人

が修正申告を行う場合、遮断措置の適用の

判定を行っていますか。 

⑴ 中小通算法人等の軽減対象所得金額 

（別表一付表） 

⑵ 欠損金の通算（別表七(二)付表一） 

⑶ 損益通算（別表七の二） 

⑷ 関連法人株式等に係る配当等の額か

ら控除する利子の額（別表八(一)付表） 

⑸ 交際費等の損金不算入（通算定額控除

限度分配額）（別表十五付表） 


